
※不明な点がありましたら生涯学習課文化財係までお問合せください。（TEL0269-22-2111　内線424）

埋蔵文化財の保護に関する手続きの流れ

な　し可能性あり あ　り

遺 跡 の 有 無 の 確 認

慎重工事

遺構等なし

土木工事等による埋蔵文化財発掘の届出

※工事予定地が遺跡に該当するか否かを中野市教育委員会へお問合わせ下さい。
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発掘調査

工　事　着　手

工事着手

費用は事業者負担

費用は事業者負担

文化財係へ２部提出

長野県教育委員会へ進達

遺跡に隣接する場合や

面積が広大な場合

工事立会 

工事継続 保護協議

※文化財保護法第93 条に基づき、工事着手60 日前までに提出して下さい。

 遺構等あり

長野県教育委員会による保護措置の指示

発掘調査

保護協議

計画変更不可

発掘調査


